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ガス保安功労者経済産業大臣表彰選考基準  

 

ガス保安功労者に対する経済産業大臣表彰の選考に当たっては、ガス保安功労者

経済産業大臣表彰実施要領（平成２４年９月１９日付け２０１２０９１９商第１２

号）に基づき、１．の被表彰者選考評価基準（別紙）により、上申書総括表、審査調

書等を勘案の上、各部門別に審査、選考すること。  

 

記  

 

１．被表彰者選考評価基準  

  （別紙）  

 

２．審査選考  

 別紙の被表彰者選考評価基準の各項目及び別添の不適格要件について審査し、

次の評点に該当する者について、上申書総括表や審査調書等を勘案の上、被表彰者

を決定する。  

ただし、具体的な審査については、大臣官房技術総括・保安審議官が定めると

ころにより行う。  

 

 （１）表彰対象区分                  （評点）  

  ①ガス製造・ガス供給事業者の部            １１２点以上  

  ②ガス小売事業者の部                 １０５点以上  

③ガス工事業者の部                  ７７点以上  

  ④個人の部   

 イ．ガス主任技術者                 ８４点以上  

   ロ．ガス保安関係永年勤続者                  ７４点以上  

   ハ．災害等非常の場合のガス保安功労者                －  

   ニ．ガス主任技術者及びガス保安関係永年勤続者以外の者  



    ａ．個人の部（実施要領④－ニ－ａ）       １２１点以上  

ｂ．個人の部（実施要領④－ニ－ｂ）        ８６点以上  

    ｃ．個人の部（実施要領④－ニ－ｃ）        ７０点以上  

 ⑤団体の部  

イ．経年管対策                   ７０点以上  

ロ．災害等非常の場合                  －  

   ハ．その他保安の向上に顕著な功績が認められる場合     ７０点以上  

 

（２）評点の算定について  

 ①ガス製造・ガス供給事業者の部  

    全項目Ａ評価の７０％とする。  

    １６０点×０．７＝１１２点  

②ガス小売事業者の部  

    全項目Ａ評価の７０％とする。  

    １５０点×０．７＝１０５点  

 ③ガス工事業者の部  

    全項目Ａ評価の７０％とする。  

    １１０点×０．７＝７７点  

 ④個人の部  

   イ．ガス主任技術者  

経験年数を除く７項目Ａ評価の７０％に経験年数１０年及び無事故年数５

年（ガス主任技術者以外の保安業務従事時）を加算する。  

     （７０点×０．７）＋（１０年×３点）＋ (５年×１点 )＝８４点  

ロ．ガス保安関係永年勤続者  

     経験年数を除く７項目Ａ評価の７０％に経験年数２５年を加算する。  

     （７０点×０．７）＋（２５年×１点）＝７４点  

   ハ．災害等非常の場合のガス保安功労者  

     ケースに応じて適宜評価する。  

   ニ．ガス主任技術者及びガス保安関係永年勤続者以外の者  

    ａ．個人の部（実施要領④－ニ－ａ）  

     経験年数を除く１１項目Ａ評価の７０％に経験年数１０年を加算する。  

      （１３０点×０．７）＋（１０年×３点）＝１２１点  

    ｂ．個人の部（実施要領④－二－ｂ）  

経験年数を除く８項目Ａ評価の７０％に経験年数１０年を加算する。  

      （８０点×０．７）＋（１０年×３点）＝８６点  

    ｃ．個人の部（実施要領④－二－ｃ）  

     全項目Ａ評価の７０％とする。  

     １００点×０．７＝７０点  

 

 ⑤団体の部  

イ．経年管対策  

    全項目Ａ評価の７０％とする。  

    １００点×０．７＝７０点  

ロ．災害等非常の場合  

      ケースに応じて適宜評価する。  

ハ．その他保安の向上に顕著な功績が認められる場合  



      全項目Ａ評価の７０％とする。  

      １００点×０．７＝７０点  

 

   附  則  

 １  この基準は平成２４年９月１９日から施行する。  

 ２  ガス保安功労者経済産業大臣表彰選考基準（内規）（平成１７・０５・２０原

第３０号）は、廃止する。  

 ３  この規程の施行前にガス保安功労者経済産業大臣表彰選考基準（内規）（平成

１７・０５・２０原第３０号）の規定により表彰の推薦、審査又は決定を受けて

いる者の取扱いについては、なお従前の例による。  

 

 



（別紙）  

 

ガス保安功労者経済産業大臣表彰被表彰者選考評価基準  
 

 

 

（注意）  

 下記においてアルファベット表示のみの評点に  

 ついて共通とする。  

 

 

評   点  

 

A=10  

 

 

B=5 

 

 

C=3 

 

 

 D=0  

 

 

 
 

 

１．ガス製造・ガス供給事業者の部  

 （１）ガス保安関係法令の遵守状況  

  イ．ガス保安関係法令等の整備、活用状況  

  ロ．関係官庁に対する許認可、報告、届出等の手続の状況  

  ハ．ガス保安関係法令の技術上の基準に適合したガス工作物  

が設置、使用されているかどうかの状況  

 （２）事故の発生状況  

    ガス関係報告規則第４条第１項の規定による報告すべ

き事故（当該ガス事業者等の責任によらないものは除く。）

が５年間を超えて発生していないもので、その超える年数  

 （３）事故の予防及び復旧対策  

  イ．災害その他非常の場合の組織規程の有無  

  ロ．復旧、防災訓練の実施状況  

 （４）保守運営体制  

  イ．ガス主任技術者の選任状況  

  ロ．保安規程に「保安統括（管理）者」、「保安主任者（ガ

ス主任技術者若しくはその職務代行者  ）」及び「保安係員」

の保安管理組織を定め、かつ、適正に配置されているかど

うかの状況  

  ハ．ガス工作物、施設等に対する保安上の改善の有無  

 （５）保安教育の実施状況  

  イ．ガス保安等の従業員教育の実施状況  

  ロ．社内におけるガス保安関係の委員会、研究会等の設置及

び活動状況  

  ハ．社外における保安関係の研究会、講習会等への参加状況  

 （６）表彰受賞その他  

  イ．表彰関係  

  ロ．その他社会の模範として特筆すべき事項  

 

２．ガス小売事業者の部  

 （１）ガス保安関係法令の遵守状況  

  イ．ガス保安関係法令等の整備、活用状況  

  ロ．関係官庁に対する登録、報告、届出等の手続きの状況  

 

 

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

５ 年 を 越 え る １ 年

につき３点。３０点

を上限とする  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  

 

 

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

 

 

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  



（２）事故の発生状況  

ガス関係報告規則第４条第１項の規定による報告すべき

事故（自己の責任によらないものは除く。）の発生及びガス

事業法以外の違反等の発生の有無  

（３）保安管理体制  

イ．災害その他非常の組織規程の有無  

ロ．防災訓練の実施状況  

ハ．保安業務規程に基づく、保安業務の的確な遂行のために必

要な保安管理体制（事業所毎の保安管理組織等）の整備状況  

ニ．ガス保安等の従業員教育の実施状況  

ホ．社内におけるガス保安関係の委員会、研究会等の設置及び

活動状況  

へ．社外における保安関係の研究会、講習会等への参加状況  

（４）保安業務の実施状況  

 イ．ＣＯ中毒事故防止のための自主保安活動の実施状況  

 ロ．ガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然に防止するた

めの自主保安活動の実施状況  

（５）需要家に対する安全教育・啓発活動の実施状況  

（６）自主保安活動の公表状況  

（７）表彰受賞その他  

イ．表彰関係  

ロ．その他社会の模範として特筆すべき事項  

 

３．ガス工事業者の部  

 （１）事故の発生状況  

    施工したガス工事に関し、ガス関係報告規則第４条第１

項の規定による報告すべき事故（当該ガス工事業者の責任

によらないものは除く。） が５年間を超えて発生していな

いもので、その越える年数  

 （２）危険発生の防止措置  

  イ．測定器、安全防護具、工具等の整備状況  

  ロ．事故発生に備えての適確な対応策及び関係者に対する連  

絡体制等の組織規程の有無  

  ハ．復旧、防災訓練の実施状況  

  ニ．ガス設備工事技術及びガス保安等の従業員教育の実施状

況  

  ホ．社内におけるガス設備工事技術関係の委員会、研究会等

の設置及び活動状況  

  ヘ．社外におけるガス設備工事技術関係の研究会、講習会等

への参加状況  

 （３）表彰受賞その他  

  イ．表彰関係  

  ロ．その他社会の模範として特筆すべき事項  

 

４．個人の部  

  （１）ガス主任技術者  

  ①ガス主任技術者選任年数  

 

５ 年 を 越 え る １ 年

につき１点。１０点

を上限とする。  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

 

 

 

５ 年 を 越 え る １ 年

につき３点。３０点

を上限とする。  

 

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ   

 

 

 

 



ガス主任技術者として選任された年数（１年につき３

点。４５点を上限とする。）  

  ②ガス保安の確保に関する貢献  

イ．ガス主任技術者として従事した事業場において、当該

従事期間のガス関係報告規則第４条第１項の規定によ

る報告すべき事故の発生の有無及びガス事業法以外の

違反等の発生の有無（当該ガス主任技術者の責任によら

ないものは除く。ただし、役員等の責任的立場の場合は

対象とする。）  

 

 

 

 

ロ．ガス主任技術者以外で、ガス保安関係の職務に従事し

た事業場において、当該従事期間のガス関係報告規則第４

条第１項の規定による報告すべき事故の発生の有無（自己

の責任によらないものは除く。ただし、役員等の責任的立

場の場合は対象とする。）  

 

 

ハ．ガス保安に関する改善、研究、考案、発明等の有無  

  ③保安教育に関する貢献  

   イ．ガス保安等の従業員教育の講師としての実績の有無  

   ロ．社内におけるガス保安関係の委員会、研究会の委員と  

しての実績の有無  

   ハ．その他ガス保安の技術又は知識の向上に特筆すべき功

績の有無  

  ④表彰受賞その他  

イ．表彰関係  

ロ．その他社会の模範として特筆すべき事項  

 

  （２）ガス保安関係永年勤続者  

  ①ガス保安関係の勤続年数  

   ガス保安関係の職務に従事した年数（１年につき１点。４

０点を上限とする。）  

  ②ガス保安の確保に関する貢献  

   イ．ガス保安関係の職務に従事した工場等において、当該  

従事期間のガス関係報告規則第４条第１項の規定によ

る報告すべき事故の発生の有無（自己の責任によらない

ものは除く。ただし、役員等の責任的立場の場合は対象

とする。）  

     

 

 

 

ロ．ガス保安に関する改善、研究、考案、発明等の有無  

ハ．ガス保安等の従業員教育の講師としての実績の有無  

 

 

 

（人損の場合）  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

（物損の場合）  

Ａ  １０点  

Ｂ   ７点  

Ｃ   ５点  

Ｄ   ３点  

Ｅ   １点  

 

 

（ ガ ス 主 任 技 術 者 と し

て 従 事 し た 期 間 除 く ）  

無 事 故 で あ る 期

間 を １ 年 １ 点 と

し、上限５点を加

算する。  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

 

 

 

 

 

 

（人損の場合）  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

（物損の場合）  

Ａ  １０点  

Ｂ   ７点  

Ｃ   ５点  

Ｄ   ３点  

Ｅ   １点  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  



ニ．官公庁又は団体等のガス保安関係の委員会の委員とし

ての実績の有無  

ホ．その他ガス保安の技術又は知識の向上に特筆すべき功

績の有無  

  ③表彰受賞その他  

   イ．表彰関係  

   ロ．その他社会の模範として特筆すべき事項  

 

  （３）災害等非常の場合のガス保安功労者  

当該表彰の対象となった個人について適宜審査選考す

る。  

 

  （４）個人の部（実施要領④－ニ－ａ）  

  ①勤続年数  

当該ガス事業者における勤続年数（１年につき３点。４５

点を上限とする。）  

②事業者内部での取組状況  

イ．保安に係る資格取得者数向上のための取組状況  

ロ．警報器の設置促進等需要家保安への取組状況  

ハ．経年管対策への取組状況  

ニ．ガス保安等の従業員教育の実施状況  

ホ．社内におけるガス保安関係の委員会、研究会等の設置

及び活動状況  

へ．ガス保安関係法令の遵守状況  

ト．ガス関係報告規則第４条第１項の規定による報告す

べき事故の発生及びガス事業法以外の違反等の発生の

有無（自己の責任によらないものは除く。ただし、役員

等の責任的立場の場合は対象とする。）  

 

 

 

 

   ③事業者外部での取組状況  

イ．社外における保安関係の研究会等への参加状況  

 

 

 

ロ．他の事業者の模範となるような取組の紹介実績  

 

 

 

ハ．表彰関係  

ニ．その他社会の模範として特筆すべき事項  

 

（５）個人の部（実施要領④－二－ｂ）  

  ①勤続年数  

当該ガス事業者における勤続年数（１年につき３点。

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ   Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

 

 

 

―  

 

 

 

 

 

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

（人損の場合）  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

（物損の場合）  

Ａ  １０点  

Ｂ   ７点  

Ｃ   ５点  

Ｄ   ３点  

Ｅ   １点  

 

Ａ  ２０点  

Ｂ  １０点  

Ｃ   ５点  

Ｄ    ０点  

Ａ  ２０点  

Ｂ  １０点  

Ｃ   ５点  

Ｄ     ０点  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

 

 

 

 



４５点を上限とする。）  

②事業者内部での取組状況  

イ．保安業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施

状況  

ロ．ガス保安に関する改善、研究、考案、発明等の有無  

ハ．官公庁又は団体等のガス保安関係の委員会の委員と

しての実績の有無  

ニ．その他ガス保安の技術又は知識の向上に特筆すべき

功績の有無  

ホ．ガス関係報告規則第４条第１項の規定による報告す

べき事故の発生及びガス事業法以外の違反等の発生の

有無（自己の責任によらないものは除く。ただし、役員

等の責任的立場の場合は対象とする。）  

 

 

 

 

 

③事業者外部での取組状況  

イ．社外における保安関係の研究会等への参加状況  

ロ．他の事業者の模範となるような取組の紹介実績  

ハ．表彰関係  

 

（６）個人の部（実施要領④－ニ－ｃ）  

      保安確保の推進等  

イ．保安の向上を促進する機器・装置・情報通信技術等

の研究開発、考案、発明若しくは普及活動での顕著な

功績又は保安確保の改善若しくは研究で顕著な功績

の有無  

ロ．国又は関係団体などが主催するガス保安に係る全国

規模の委員会への参加実績（国若しくは団体等の委

員会にて１回以上の委員長を経験したことのある者

のみを対象とし、自らが所属する団体が主催する委

員会は含まない）  

 

５．団体の部  

 （１）経年管対策  

   ①事故の発生状況  

ガス関係報告規則第４条第１項の規定による報告すべき事

故の発生及びガス事業法以外の違反等の発生の有無。（当該団

体の責任によらないものは除く。）  

   ②保安確保の推進等  

      イ．経年管対策への取組状況  

         対策の対象となる経年管についての現状把握、対策遂行

の具体的指針となる長期計画  

       

      ロ．未対策経年管の削減率  

 

 

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

（人損の場合）  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

（物損の場合）  

Ａ  １０点  

Ｂ   ７点  

Ｃ   ５点  

Ｄ   ３点  

Ｅ   １点  

 

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 

 

 

Ａ  ６０点  

Ｂ  ３０点  

Ｃ  １０点  

 

Ａ  ４０点  

Ｂ  ２０点  

Ｃ  １０点  

 

 

 

 

 

 

Ａ  ３０点  

Ｂ  ２０点  

Ｃ  １０点  

Ｄ   ０点  

Ａ  ２０点  

Ｂ  １０点  

Ｃ   ５点  

Ｄ    ０点  

Ａ  １５点  



  

 

      ハ．未対策経年管の残存率  

 

 

      ニ．その他特筆すべき事項  

 

 

  ③表彰受賞その他  

 

 

 （２）災害等非常の場合  

    当該表彰の対象となった団体について適宜審査選考する。  

 

（３）その他保安の向上に顕著な功績が認められる場合  

   ①事故の発生状況  

ガス関係報告規則第４条第１項の規定による報告すべ

き事故  

の発生及びガス事業法以外の違反等の発生の有無（当

該団体の責任によらないものは除く。）  

   ②保安確保の推進等  

     保安の向上を促進する機器・装置・情報通信技術等の

研究開発、考案、発明若しくは普及活動における顕著な

功績又は保安確保の改善若しくは研究における顕著な

功績の有無  

   ③表彰受賞その他  

Ｂ  １０点  

Ｃ   ５点  

Ａ  １５点  

Ｂ  １０点  

Ｃ   ５点  

Ａ  １０点  

Ｂ   ５点  

Ｃ   ０点  

Ａ  １０点  

Ｂ   ５点  

Ｃ   ０点  

 

 

 

 

Ａ  ３０点  

Ｂ  ２０点  

Ｃ  １０点  

Ｄ   ０点  

 

Ａ  ６０点  

Ｂ  ３０点  

Ｃ  １０点  

 

 

Ａ  １０点  

Ｂ   ５点  

Ｃ   ０点  

 

 



（別添）  

不適格要件について  

 

１．「個人の部」  

（１）過去に発生した事故について、以下の表の不適格に該当する事故がある場合

は、他の審査項目による評点に関わらず被評価者として不適格とする。  

（２）対象者本人の自己の責任に因らないものは除く。ただし、事故発生時、対象者

本人が事業者の代表権者・担当役員等の責任的立場の場合は適用する。  

（３）「△」は、事故の社会に与える影響等を考慮し、適宜判断する。  

※：機器自体の欠陥、使用者側の問題や他工事事故等、事業者の責任によらないこ

とが判明しているものは除く。  

 

 

 

２．「個人の部」以外の部  

（１）過去に発生した事故について、以下の表の不適格に該当する事故がある場合

は、他の審査項目による評点に関わらず被評価者として不適格とする。  

（２）「△」は、事故の社会に与える影響等を考慮し、適宜判断する。  

※：機器自体の欠陥、使用者側の問題や他工事事故等、事業者の責任によらないこ

とが判明しているものは除く。  

 

  

 

                       



附  則  

 この基準は令和３年２月９日から施行する。  

  

 


